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町内在住の女性同士が交流を深め，情報交換の機会を得て，よりよい家庭づくりや地域づ

くりに繋げることを目的として，「令和７年度第２回湧水町女性団体交流会」を開催します。

ご近所お誘いあわせのうえ，ぜひご参加ください。 

【開 催 日 時】 ３月１４日（土） ９：３０～１１：３０（受付９：００～） 

【開 催 場 所】 栗野中央公民館 

【内 容】 講話 

        演題：「幸せへの近道レッスン〜命輝く法則『ほめ日記』講座〜」 

        講師：一般社団法人 自己尊重プラクティス協会 

           鹿児島支部  上井 七穂 氏 

【参 加 条 件】 町内にお住まいの女性もしくは勤務する女性 

【参 加 料】 無料 

【持 ち 物】 筆記用具・水分補給用の飲み物 

【申 込 期 限】 ３月２日（月）まで   

【申込・問合せ先】 吉松庁舎 教育委員会 生涯学習課 ☎75-2142（内線 3213） 

        栗野中央公民館 ☎74-4313 
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旬 報 
人と自然が織りなす芸術のまち  心豊かで伸びゆく美しいまち 
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今回は，霧島山の自然を身近に感じていただく事を目的として自然観察会を開催します。

参加を希望される方はお申し込みください。 

【日    時】 ３月１９日（木） １０：００～１５：００（予定） ※雨天時中止 

【内    容】 霧島高千穂河原周辺観察 

【参 加 費】 無料 

※昼食は，自己負担となります。飲み物は，各自ご準備ください。 

【集 合 場 所】 吉松体育館前 

【集 合 時 間】 ９：４５（時間厳守） 

【募 集 人 員】 先着１６名 

【申 込 締 切】 ３月１２日（木） 

【申込・問合せ先】 栗野中央公民館 ☎74-4313 

 

公民館学級オカリナ教室「マロリナ」の第７回オカリナコンサートが次のとおり開催され

ます。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。 

【日  時】 ３月８日（日） １３：３０～１５：００（終了予定） 

【場  所】 いきいきセンターくりの郷 町民ホール 

【出 演 者】 オカリナ教室「マロリナ」１０名  指導者：種子田 育恵 先生 

【入 場 料】 無料 

【問合せ先】 栗野中央公民館 ☎74-4313 
 

物価高騰により配合飼料等の価格が高値で推移し，経営に影響を受けている畜産農家に対

し，国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し補助金を交付します。 

【対 象 者】 次の①～⑤まですべて該当する者 

      ① 町内で畜産業を営み，住所を有する者又は主たる事業所を有する法人 

※本町に法人住民税を納付している事業所 

② 令和７年分の確定申告又は市町村民税県民税の申告を行い，令和７年 

の農業収入が１５万円以上の者 

③ 令和７年１月～１２月までに購入した配合飼料等の購入量が１トン以 

上ある者 

④ 町内において，引き続き農業経営（畜産業）を継続する意思がある者 

⑤ 町税等の滞納がない者 

【補助金額】 配合飼料等購入量１トンあたり３，０００円（上限額：１００万円） 

※町内の農場で使用した分のみが対象 

【申請期限】 ３月６日（金）まで 

【問合せ先】 栗野庁舎 産業振興課 ☎74-3111（内線 2244） 

 

 

 

 

公民館学級短期講座の開催         （生涯学習課） 

公民館学級 オカリナコンサートの開催   （生涯学習課） 

湧水町配合飼料高騰対策事業補助金の申請（産業振興課） 

次回 旬報発行日 ３月３日（火） 
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本町では，国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し，食料品の物価高騰の

影響を受けている町民の皆様の生活を支援するため「食料品物価高騰対策支援給付金」を支

給いたします。 

【支給対象者】 令和８年２月３日時点で本町の住民基本台帳に登録されている方 

【支 給 額】 町民一人当たり１５，０００円 

【支 給 方 法】 （１） 給付金を受ける方が属する世帯の世帯主に，町役場から口座情報 

等を記載した通知書を送付します。 

        （２） 給付金は，世帯主の口座に世帯分まとめて振り込みます。 

        （３） 通知書は２月下旬を目途に準備が整い次第順次発送いたします。 

【支給開始時期】 ３月上旬から順次振込の見込みです。 

※本給付金は，物価高騰による生活負担の軽減のため，速やかにご活用をお願いいたします。 
 

３月１日（日）～７日（土）までの７日間，春の全国火災予防運動が実施されます。本町

においても，次のとおり活動を行いますので，町民の皆様のご協力をお願いいたします。 

また，期間中，伊佐湧水消防組合が町内小中学校に募集した防火ポスターコンクールの作

品を，栗野地区の小中学校の作品はいきいきセンターくりの郷に，吉松地区の小学校の作品

は湧水町役場吉松庁舎に展示いたします。すばらしい作品が多数展示されておりますので，

ぜひご覧ください。 

【ｻｲﾚﾝ吹鳴】 ３月１日（日） ６：００ 

【広報活動】 ３月１日（日）～７日（土） ※各消防分団による広報活動 

【訓練日時】 ３月１日（日） 

【訓練内容】 火災想定訓練 

【訓練場所】  ８：００ ～  栗野地域 北方地区・上場地区・米永地区 

       １０：００ ～  吉松地域 下川西地区・中津川地区 

 

 

 

◆住宅防火 いのちを守る １０のポイント（４つの習慣・６つの対策） 

４ 
つ 
の 
習 
慣 

① 寝たばこは，絶対にしない，させない。 

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

④ コンセントは，ほこりを掃除し，不必要なプラグは抜く。 

６

つ

の

対

策 

① 火災の発生を防ぐために，ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用 

する。 

② 火災の早期発見のために，住宅用火災警報器を定期的に点検し，１０年を目安 

に交換する。 

③ 火災の拡大を防ぐために，部屋を整理整頓し，寝具，衣類及びカーテンは，防 

炎品を使用する。 

④ 火災を小さいうちに消すために，消火器等を設置し，使い方を確認しておく。 

⑤ お年寄りや体の不自由な人は，避難経路と避難方法を常に確保し，備えておく。 

⑥ 防火防災訓練への参加，戸別訪問などにより，地域ぐるみの防火対策を行う。 
 

食料品物価高騰対策支援給付金のお知らせ（総務課） 

春の全国火災予防運動              （総務課） 

「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」 

～令和７年度 全国統一防火標語～ 
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 社会福祉協議会では，地域において安心して子育てができる環境を作ることを目的に，フ

ァミリーサポートセンター事業を実施しています。町内でも，育児の援助を受けたい方も多

く，事業推進のために育児の援助活動を行ってくださる方の養成講座を次の日程で開催いた

しますのでぜひご参加ください。 

 

【日 程】 ３月５日（木） １０：００～１１：３０ 

【場 所】 よしまつふれあいの家 

【内 容】 ・ファミリーサポートセンター事業について 

         ・「幼児に対する緊急時の対応」  

                講師：日本赤十字社鹿児島県支部 

【申 込 期 日】 ２月２７日（金） 

【申込・問合せ先】 湧水町社会福祉協議会    ☎75-2200  

         ファミリーサポートセンター ☎75-2811 

 

過去３年間に受診歴のある方，初めて対象年齢（４０歳）に達した方，節目年齢（４１歳，

４６歳，５１歳，５６歳，６１歳）の方へ，個別に大腸がん検診の案内等を郵送いたしまし

た。 

 受付期間が２月２８日（土）までとなっていますので，ぜひこの期間に受診ください。 

これまでに受診されたことがない方で，受診を希望される方は，次の申込・問合せ先まで

ご連絡ください。 

 

対象者 実施内容 検体受付期間 自己負担額 

４０歳以上 問診・便潜血検査 
令和８年２月２８日までに

投函してください。 
７００円 ※ 

※節目年齢（４１歳，４６歳，５１歳，５６歳，６１歳）の方及び７０歳以上の方は無料 

 

《大腸がん検診（郵送）の流れ》 

（１） 「大腸がん検診のご案内」をご自宅に郵送してあります。 

（２） 「大腸がん検診のご案内」に同封されている採便容器で３日以内を目安に２日分採 

    便。２日分採れない場合は，１日分だけでも構いません。 

（３） 大腸がん検診問診票に必要事項をご記入ください。 

（４） 案内に同封されている返信用封筒に， 

① 採便容器 

② 大腸がん検診問診票 

    を入れ，採便後できるだけ早く郵便ポストに投函してください。 

（５） 採便容器投函後，同封されている払い込み用紙で受診料をお支払いください。 

（６） 検査結果は，検診機関での受付から約１か月後に，検診機関よりご自宅へ郵送され 

    ます。 

 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 健康増進課 ☎74-3111（内線 2104） 

 

ファミリーサポートセンター養成講座    （健康増進課） 

大腸がん検診（郵送）の実施        （健康増進課） 
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令和７年度こころもからだも一生元気ポイントアップ事業の応募期間です。ポイントカー

ドをお持ちの方は，ぜひご応募ください。 

【内  容】 定期的に運動をしたり，健診（検診）を受診したりしてポイントを取得し， 

ポイント数に応じて，抽選で湧水町商工会の商品券をプレゼントします。 

【対 象 者】 町内に住所を有する１８歳以上（学生を除く）の方で，事前に申し込みを 

された方 

【応募方法】 申し込み時に配布しましたポイントカードに，必要事項を記入してご応募 

ください。 

【応募期間】 ２月３日（火）～２０日（金） 

【応 募 先】 栗野庁舎 健康増進課  

       吉松庁舎 地域総務課 

【問合せ先】 栗野庁舎 健康増進課 ☎74-3111（内線 2102） 

 

次のとおり，令和８年度の湧水町医療介護保育従事者奨学生を募集します。 

【貸与資格者】 本町に住所を有する者又はその子弟で医療・介護・保育等の資格（社会福 

祉士・介護福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・ 

言語聴覚士・管理栄養士・栄養士・精神保健福祉士・保育士）を取得する 

ための学校又は養成施設等に修学している学生等で，将来，町内の施設等 

で働く意欲がある者。 

【貸 与 金 額】 月額 ３５，０００円以内 

         ※償還は無利子，償還期間は高等学校６年以内，大学生８年以内，高等 

学校，大学，大学院，養成所，養成施設を通じての奨学生は１０年以内 

とします。なお，償還開始は学校を卒業した日から６月を経過した日の 

属する月の翌月からの償還となります。 

【返還の免除】 学校等卒業後，町内の医療・介護・保育等の施設に雇用され，貸与期間に 

１年を加えた期間従事すると，申請により，奨学金の償還は免除されます。 

【申 請 書 類】 ① 申請書 

② 世帯調書 

③ 在校証明書等（※学校長等の証明が必要） 

④ 世帯課税証明書（※世帯員の収入額及び所得額が分かる証明書） 

⑤ 滞納なし証明書（※申請者及び連帯保証人） 

※④，⑤については，栗野庁舎 住民税務課又は吉松庁舎 地域総務課 

         で発行できます。 

【申 請 期 間】 ３月２日（月）～９月３０日（水） 

【貸付者の決定】 申請者の中から，町の条例に基づき決定します。 

【そ の 他】 貸与決定後，学校を休学，退学，転学した場合や，住所変更等，申請時に 

対して変更があった場合は，早急に届け出てください。 

【問 合 せ 先】 栗野庁舎 長寿福祉課 ☎74-3111（内線 3120） 

健康増進課 ☎74-3111（内線 2101） 

 

令和７年度こころもからだも一生元気ポイントアップ事業（健康増進課） 

令和８年度湧水町医療介護保育従事者奨学生募集  
（長寿福祉課・健康増進課） 
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特設人権相談所が次のとおり開設されます。相談は無料で，秘密は堅く守られますのでお

気軽にお越しください。 

 

【日  時】 ３月５日（木） １０：００～１５：００ 

【場  所】 湧水町栗野中央公民館 

【相 談 員】 湧水町人権擁護委員  

【内  容】 家庭内のもめごと，隣近所とのトラブル，いじめや差別など 

【問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2152） 

 

 平日の開庁時間内に来庁が困難な方を対象とした，マイナンバーカードに関する窓口を次

のとおり開設します。混雑を避けるため，事前予約制により対応します。 

※予約が１件もない場合は，開設は行いません。必ず３月１３日（金）の１５：００まで 

 に予約をお願いします。 

 

【開設日時・場所】 ３月１５日（日） ８：３０～１２：００ 

〇吉松庁舎 地域総務課 

※３月より，休日窓口開設は栗野庁舎（住民税務課）と吉松庁舎（地 

域総務課）隔月交互による開設になります。 

なお，４月１２日（日）の休日窓口開設は，栗野庁舎（住民税務課） 

になります。 

 

【対象となる手続き】 ＊マイナンバーカードの申請・交付 

          ＊マイナンバーカードの電子証明書の更新・再発行 

          ＊マイナンバーカードの暗証番号の再設定 

          ※その他の手続きに関しましては，お問い合わせください。 

 

【持参するもの】 

 ●マイナンバーカードの申請・交付の方 

  ① 申請・交付の方  

    ・本人確認書類（免許証，マイナンバーカード等官公署発行の顔写真付きのもの 

     １点，または資格確認書，子ども医療受給者証等顔写真のないもの２点） 

  ② 交付の方  

・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書（はがき） 

    ・マイナンバーカード・通知カード，個人番号通知書（お持ちの方） 

※紛失されている場合は，お申し出ください。 

 ●マイナンバーカードの電子証明書の更新・再発行，暗証番号の再設定の方 

・マイナンバーカード 

  ・暗証番号の控え（電子証明書の更新・発行の方） 

  ※暗証番号が分からない場合は，再設定から行います。 

 

【予約・問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2153） 

 

特設人権相談所の開設             （住民税務課） 

マイナンバーカード申請等の『休日窓口開設』（住民税務課） 
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